
熊本県農業経営改善促進資金融通事業実施要項 

 

第１ 趣旨 

 本要項は効率的・安定的な経営体を目指す意欲ある農業者に対して融通

する農業経営改善促進資金（「スーパーＳ資金」と略称する。）について

定める農業経営改善促進資金融通事業実施要綱（平成６年６月２９日付け

６農経Ａ第６６５号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」とい

う。）第８の１の規定に基づき、農業経営改善促進資金制度の運営に関す

る取扱いについて定める。 

 

第２ 対象となる計画 

 本要項による支援の対象となる計画は、次のとおりとする。 

 農業経営改善計画（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５

号）第１２条第１項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産

の振興に関する法律（昭和２９年法律第１８２号）第２条の５の認定に係

る経営改善計画及び果樹農業振興特別措置法（昭和３６年法律第１５号）

第３条第１項の認定に係る果樹園経営計画をいう。以下同じ。） 

 

第３ 事業の仕組み 

 本制度は、熊本県農業信用基金協会（以下「基金協会」という。）と民

間金融機関の協調融資により、意欲ある農業者の必要とする短期運転資金

を低利で、かつ、円滑に融通するものとする。 

 

第４ 農業経営改善促進資金の内容 

 １ 貸付対象者 

 認定農業者（農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。以下同

じ。）であって次に掲げる要件を満たす者。 

(１) 簿記記帳を行っていること。（簿記記帳を行うことが確実と見込ま

れる場合を含む。） 

(２) 農業経営改善計画が、短期運転資金を必要とするような具体的な改

善措置を内容としているものであること。 

(３) 前号の具体的な改善措置について認定後既に実施に着手し、又は認

定を受けた年度において実施に着手することが確実であると認められ

ること。 

(４) 農業経営改善計画又は短期運転資金（スーパーＳ資金）利用申込書

兼借入申込書（第５条に定めるものをいう。）において、既往借入金

の返済財源が確保されていること。 

 ２ 資金使途 

   本資金の資金使途は、計画の達成に必要な短期運転資金一般とする。

（例示すれば次のとおり。） 

   ただし、既往借入金の借換え（本資金の初回の借入れ時における既往借



入金（短期運転資金）からの切替えを除く。）は含まないものとする。 

（１）種苗代、肥料代、飼料代、雇用労賃等の直接的現金経費 

（２）肉用素畜、中小家畜等の購入費 

（３）小農具等営農用備品、消耗品等の購入費 

（４）営農用施設・機械の修繕費 

（５）地代（賃借料）及び営農用施設・機械のリース・レンタル料 

（６）生産技術、経営管理技術の修得費 

（７）市場開拓費、販売促進費等 

 ３ 貸付方式等 

   本資金の貸付けは、次によるものとする。 

  （１）貸付方式  当座貸越、手形貸付及び証書貸付とする。 

なお、当座貸越及び手形貸付については極度貸付方式

とする。 

（２）利用期間  本資金の貸付けが受けられる期間は、計画期間（同計

画の開始時期から同計画の終了時を含む年度の末日まで

をいう。以下同じ。）中とする。 

 ４ 極度額等 

（１）極度額等の上限 

 本資金の第１項の貸付対象者に係る極度額又は証書貸付における貸

付金の残高の合計額（以下「極度額等」という。）の上限は、次のと

おりとする。 

 ただし、市町村の農業経営基盤強化促進基本構想（農業経営基盤強

化促進法第６条第１項の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な

構想をいう。）において示された農業経営の指標の規模を超える規模

を目指す農業経営改善計画を有するもの等特段の事情がある場合にあ

っては、特別融資制度推進会議設置要綱（平成１３年９月１２日付け

１３経営第２９３１号農林水産省事務次官依命通知）第１に基づき市

町村段階に設置されている特別融資制度推進会議（以下「推進会議」

という。）が認めた額とすることができる。 

個人  一般経営                            ５００万円 

 畜産又は施設園芸を含む経営      ２，０００万円 

法人    一般経営            ２，０００万円 

 畜産又は施設園芸を含む経営   ８，０００万円 

（２）極度額等の設定 

   極度額は、計画期間の各年度について融資機関が設定するものと

し、推進会議の認定を受けるものとする。 

（３）極度額等の見直し 

融資機関は、農業者の経営状況及び資金利用状況等からみて極度

額等を変更する必要があると判断する場合は推進会議の認定を受けて

変更することができるものする。 

５ 貸付利率 



（１）本資金の貸付利率は、次の算式により決定する（小数点以下第三位

を四捨五入したうえで、小数点以下第二位を二捨三入又は七捨八入し

て０.０５％単位とする。）水準以内とする。 

     

          ※                     融資機関への 

          都銀・短プラ×（協調倍率－１）＋低利預託金利×１  ※ 

    貸付利率 ＝                                             ＋調整値 

     （年％）               協 調 倍 率 

  

   ※都銀・短プラとは、「都市銀行の短期プライムレート」をいう。 

  ※調整値は、都銀・短プラ水準に応じ次のとおりとする。 

     都銀・短プラ                  調整値 

     ５％未満     ・・・・・・・・・・・・・  ０.８％ 

     ５％以上６％未満 ・・・・・・・・・・・・・  ０.６％ 

     ６％以上７％未満 ・・・・・・・・・・・・・  ０.４％ 

     ７％以上８％未満 ・・・・・・・・・・・・・  ０.２％ 

     ８％以上      ・・・・・・・・・・・・・  ０ 

（２）農業者が当座貸越による貸付けを選択する場合には、年０.５％の

範囲内で融資機関が定めた率を加算することができるものとする。 

（３）本資金は変動金利制とし、貸付利率の改定があったときは、改定日

の貸付金残高（当座貸越の場合に限る。）及び改定日以降の貸付金に

適用するものとする。 

  （４）第１号の具体的な貸付利率については、別途農林水産省経営局長か

ら通知されるが、金利改定日は原則として月の当初とする。  

 ６ 償還期限 

本資金の償還期限は、手形貸付及び証書貸付は１年以内、当座貸越は１

年程度の当座貸越契約期間内とする。 

ただし、計画期間中は、有効に決定される極度額の範囲内で借換えを行

うことができるものとする。 

 ７ 計画期間終了時の取扱い 

本資金を借り入れた者の計画期間終了時に有する本資金の残高は、全て

計画期間終了時に返済するものとする。 

ただし、本資金を借り入れた者が、家畜の飼養又は永年性植物の栽培等

農産物の生産及びその加工又は販売に１年以上を要する経営を営むものに

あっては、計画期間終了後３年の範囲内で融資機関が認めた期間内に返済

するものとする。 

 

第５ 借入手続 

 １ 本資金を借入希望する者は、「短期運転資金（スーパーＳ資金）利用申

込書兼借入申込書（別記第１号様式。農業信用基金協会による保証の希望

がある場合は、債務保証委託申込書（別記第１の２号様式）を含む。以下



「申込書」という。)に農業経営改善計画及び同認定書（写し）を添付し

て、融資機関の長に提出するものとする。 

  借入希望者が、飼養衛生管理基準（家畜伝染病予防法（昭和２６年法律

第１６６号）第１２条の３に規定する飼養衛生管理基準をいう。以下同

じ。）に定められた家畜のうち、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、き

じ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する事業を営む者である場合

は、県家畜保健衛生所から交付を受けた飼養衛生管理基準遵守状況確認書

（写し）を併せて提出するものとする。 

２ 推進会議は、本資金の貸付けに係る認定等に関する事務を、原則とし

て、融資機関（借入申込み案件が農業信用基金協会による保証の対象であ

り、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農

業信用基金協会。）に委任するものとする。 

３ 前項により委任を受けた融資機関は、認定等に関する審査（農業経営改

善計画との整合性、農業経営改善計画の達成確実性、借入金の償還の確実

性等）を行うものとし、当該融資機関は、推進会議事務局に対し、速やか

に、認定及び非認定を行った借入希望者の氏名、住所等を報告するものと

する。併せて、借入希望者に資金貸付けの承諾又は非承諾の通知を行うも

のとする。 

４ 推進会議は、所轄地域振興局又は農政事務所を経由して、前項の認定の

結果を知事（団体支援課）に通知するものとする。 

５ 融資機関は、慎重な審議を必要とする借入額が極度額等の上限を超える

場合には、推進会議に関係書類を送付するとともに、認定を求めるものと

する。 

６ その他、資金借り入れに必要な事項は融資機関で定めるものとする。 

 

第６ 農業経営改善促進資金貸付目標額の設定 

県の貸付予定目標額 

 本資金の貸付目標額の策定については、次によるものとする。 

 １ 融資機関は、所轄市町村と協議して、翌年度の「融資機関貸付予定目標

額」（別記第２号様式）を策定し、これを前年の１０月１日までに所轄地

域振興局又は農政事務所を経由して知事（団体支援課）に提出するものと

する。 

 ２ 知事は、融資機関から提出のあった融資機関貸付予定目標額、県の出捐

見込み、本資金の貸付実績等を基礎として関係機関と協議して、「貸付目

標額協議書」（別記第３号様式）を作成し、１月中旬までに九州農政局と

協議するものとする。 

 ３ 知事は、国の内示を受け貸付目標額を設定したときは、融資機関別の貸

付目標額及びこれに対応する第７条第２項第２号の預託額を決定し、基金

協会及び融資機関に通知（別記第４、５号様式）するとともに、九州農政

局に報告（別記第６号様式）するものとする。 

 



第７ 県低利預託基金の貸付け等 

 １ 県による県低利預託基金への貸付け 

（１）知事は、本資金を融通するための必要な資金を、予算の範囲内で、

基金協会に貸付けるものとする。 

（２）前号の貸付けにあたっては、別途貸付契約を締結し行うこととす

る。 

 ２ 基金協会による融資機関への県低利預託基金の預託 

（１）基金協会は、民間金融機関からの借入金及び融資機関に預託するも

のとして県等から出捐された資金により、低利預託基金を造成し、融

資機関に預託する。 

 なお、預託額については県の指示（別記第７号、第８号様式）に従

うものとする。 

（２）前号の融資機関への預託額及び預託利率は次のとおりとし、その他

預託に必要な事項は知事と協議して、基金協会が定めるところによる

ものとする。 

  ア 預託額  融資機関の貸付目標額の３分の１に相当する額以内の額 

  イ 預託利率 年１％ 

ただし、日本銀行の「時系列統計データ検索サイト」

で公表されている預託予定日の１４日前の日の属する月

の「預金種類別店頭表示金利の平均年利率等」における

「定期預金／預入金額３百万円以上１千万円未満／１

年」の利率が１％未満の場合は、当該利率 

 ３ 融資機関による貸付け 

（１）本資金の融資機関は、次に掲げる金融機関とする。 

ア 農業協同組合法第１０条第１項第２号の事業を行う農業協同組合 

イ 農業協同組合法第１０条第１項第２号及び第３号の事業を併せて行

う農業協同組合連合会 

  ウ 農林中央金庫 

  エ 銀行 

  オ 信用金庫 

  カ 信用協同組合 

（２）本資金を融通しようとする金融機関は、あらかじめ知事に「農業経

営改善促進資金融通事業取扱届出書」（別記第９号様式）を提出する

とともに、基金協会との間において「資金供給に関する基本契約書」

（別記第１０号様式）を締結するものとする。 

（３）融資機関は、第４条の規定するところに従い本資金を貸し付ける。 

 

第８ 資金貸付け等の適正化について 

 １ 融資機関は、本資金の貸付けにあたって、借入希望者が基金協会の債務

保証を受けようとする場合には、基金協会による債務保証の決定が必要で

あるので、基金協会の債務保証に関する手続も併行的に進めることによ



り、円滑な融通が図られるよう配慮するものとする。 

 ２ 融資機関は、本資金の貸付け及び資金の払出しにあたっては、次の事項

に留意して、適切な運用の確保に努めるものとする。 

（１）本資金の貸付けを開始するにあたっては、貸付けの相手方ごとに本

資金と他の資金とを明確に区分して管理すること。 

（２）本資金の貸付金の払出しにあたっては、極力現金交付を避け、口座

引落し、口座振込み等、貸付資金の使途を確認し得る方法を活用する

こと。 

 ３ 融資機関は、常に借入者の資金利用状況及び経営状況等を把握し、本資

金の融通及び償還の適正化を図るものとする。 

なお、本制度の趣旨に即した活用が図られていないと認められる場合

は、利用継続の可否について推進会議の意見を聴いて処理するものとす

る。 

 

第９ 報告 

 １ 農業経営改善促進資金貸付状況報告 

融資機関は、上半期（４月１日から９月３０日まで。以下同じ。）・下

半期（１０月１日から３月３１日まで。以下同じ。）ごとの「農業経営改

善促進資金貸付状況報告書」（別記第１１号様式）を作成し、これを半期

末及び下半期末の翌月の末日までに基金協会に提出するものとする。 

 ２ 低利預託基金預託等状況報告 

  （１）基金協会は、前項の報告を取りまとめ、上半期・下半期ごとに「農

業経営改善促進資金低利預託基金預託状況報告書」（別記第１２号様

式）を作成し、上半期末及び下半期末の翌々月の１５日までに知事に

提出するものとする。 

  （２）知事は、前号の提出を受けたときは、これを速やかに九州農政局に

提出するものとする。 

 

第１０ 調査 

 知事及び基金協会は、農業経営改善促進資金の融通に関し必要と認めるとき

は、融資機関から関係書類等を調査し、又は報告を求めることができる。 

 

第１１  個人情報の保護 

１ 融資機関、市町村、県その他の関係機関（機関の役職員を含む）は、個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他の法令の個

人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、本資金に係る申込書及び

添付書類の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要

項において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた

手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとす

る。 

２ 融資機関は、申込書の受理に当たり、借入希望者に対し、第５条第３項



及び推進会議が定めるところにより当該申込書を推進会議の構成機関に送

付することがある旨についての同意を求めるものとし、個人情報の取扱い

に関する同意書（別記第１号様式の裏面）の確認欄に記名を求めることと

する。 

 

第１２ その他 

１  知事は、本資金制度が信用基金及び基金協会に造成される低利預託基金

を基盤としていることを鑑み、本資金制度の安定的な運用の確保に努める

等主導的な役割を果たすものとする。 

２  知事は、基金協会に対して、第７条第２項第２号の融資機関への預託額

その他必要な事項を指示することができるものとする。 

３  知事は、融資機関に対して、本資金の貸付け等に関して必要な事項を指

示することができるものとする。 

 

 

附則 

 この要項は、平成６年１２月２７日から施行する。 

 この要項は、平成１２年４月１日から施行する。 

 この要項は、平成１３年４月２日から施行する。 

 この要項は、平成１４年４月１日から施行する。 

 この要項は、平成１４年８月１日から施行する。 

 この要項は、平成１５年１０月９日から施行する。   

 この要項は、平成１７年５月２３日から施行し、平成１７年４月１日から適

用する。 

  この要項は、平成１８年５月９日から施行し、平成１８年４月１日から適用

する。 

 この要項は、平成２０年４月３０日から施行する。 

 この要項は、平成２０年１２月１日から施行する。 

 この要項は、平成２３年９月１日から施行する。 

  ただし、平成２３年度における「融資機関貸付予定目標額設定書」につい

ては、第６の２の（１）の規定にかかわらず、この要項の施行後４５日以内

に提出するものとする。  

 この要項は、平成２４年７月２０日から施行し、平成２４年７月４日から適

用する。 

 この要項は、平成２７年７月１７日から施行する。 

 この要項は、令和３年６月８日から施行する。 

  この要項は、令和４年１１月４日から施行する。 

 この要項は、令和４年１２月２日から施行する。 


